
 

 

「三重の健康づくり基本計画」最終年度に向けた評価および次期計画について 

 

 本県では、平成 25 年（2013）３月に「三重県健康づくり推進条例」に基づく、

健康づくりに関する基本計画として「三重の健康づくり基本計画」を策定しまし

た。 

 本計画は、少子高齢化の進展などに伴う社会環境や疾病構造の変化の中で、子

どもから高齢者まで、全ての県民が健やかで心豊かに生活できるよう、県民の健

康増進の総合的な推進を図るための取り組むべき課題や方向性を示すものであ

り、健康増進法に基づく都道府県の健康増進計画として位置づけられています。 

現行の計画は令和６年３月３１日を終期としていることから、令和５（2023）

年度に３回程度、各関係部会・審議会等を開催し、次期計画を策定します。 

また、策定にあたっては、国の次期「国民健康づくり運動プラン」をふまえつ

つ、次期「三重県医療計画」、次期「みえ高齢者元気・かがやきプラン」、次期「み

え歯と口腔の健康づくり基本計画」等の関係計画と整合性を図ります。 

 

１ 検討内容 

 〇 基本方針  

 〇 取組分野 

〇 計画期間 

〇 現状・課題 

〇 数値目標、施策 等 

  

（参考）現行の「三重の健康づくり基本計画」における取組分野 

     がん、糖尿病、循環器疾患、こころ・休養、栄養・食生活、 

身体活動・運動、喫煙、飲酒、歯・口腔、社会環境づくり 

 

 

２ 次期「三重の健康づくり基本計画」策定に向けたスケジュール（案） 
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